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研究成果の概要（和文）：厚労省において俄然注目されているハウジングセーフティネットと居住支援のシステ
ム構築において、自治体をNPOが協働する先進事例を摘出し、類型化と通じてその実態と課題について、政策提
案も含めて、さまざまな知見を提示したことにある。特に公的な関与だけでは実現しない、また地域ビジネスの
賦活にも関わる、福祉依存ではないハウジング供給や、それがもたらす地域再成へのインパクトも明らかにし
た。またこうした取り組みの重要性の社会的認知を向上させるために、定住ではない暫住、暫居、滞在という切
り口を導入して、仕事付き社員寮の役割にも着目し、ハウジングセーフティネットの再編や充実に貢献する役割
を明示化した。

研究成果の概要（英文）：These days the creation of a housing safety net and housing welfare support 
systems is heatedly debated in the Ministry of Health, Labor and Welfare. With the aim to contribute
 to this discussion, this study investigates established collaborations between local governments 
and NPOs. Through a typology their actual conditions and pressing issues were revealed, and concrete
 policy proposals formulated. We also shed light on the supply of non-welfare dependent housing, 
which is not realized solely by public investments, its impact on inner city regeneration and its 
role as an activator for local business. Further, in order to increase the social recognition of the
 importance of these enterprises, we introduced the notion of “temporary residence”, “temporary 
living” and “short term stay”, focused also on company dormitories, and pointed out the role they
 play in the housing safety net and in its restructuring process.

研究分野： 都市社会地理学

キーワード： セーフティネット　居住支援　インナーシティ　地域再成　生活保護　社会ビジネス　不動産業　居住
福祉

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
二つの意義を指摘しておきたい。まず自治体とNPOが協働するという側面に対して、多様なそれぞれの地域の居
住支援に実態を明らかにし、類型化したことにある。一時生活支援事業、無料低額宿泊所、ホームレス自立支援
センター、そしてケア付き支援住宅のありかたに関する、EBPMの最適例を実践したことにある。二つめに、とか
く福祉依存にありがちなハウジングのセーフティネットに対して、福祉アパートだけでない就労付き社員寮など
の仕事支援の拠点として、中間ハウジングを位置づけ直したこと、それを暫居、暫住という新たな概念で説明し
たことにある。民泊に関しては滞在という見方を導入し、定住だけではない地域施策の見方を提案した。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
本研究チームが何度も触れてきたことであるが、2000 年代から本格化したホームレス支援は、

日本の最後のセーフティネットの再編に大きなインパクトを与えた。その大きな成果が 2015 
年から施行された生活困窮者自立支援法と、連動する形で生活保護法の改訂が行われ、新しい
セーフティネットの追加と、既存のセーフティネットの見直しが地域に大きな影響を及ぼすこ
とになった。本研究チームは、最も厳しい生活困窮状態にあるホームレス、ハウスレス研究を
基盤に、その現象が深刻な大阪や東京において生活支援の改善につながる実践的研究を行って
いた。こうした流れを、研究の深化というより、いかに迅速にポジティブに状況を把握し、課
題やプロモーションすべきところの摘出と、そのメカニズムの意義や社会的広報に努めること
を、この挑戦的萌芽研究にふさわしい研究課題として推進してゆく必要があった。 
学術的に現場から求められている新たな課題は２点に集約できる。第 1 点は、生活保護受給

者の集住の受け皿となる地域の居住環境が水準以下でしか提供できず、脱法や黙認という中で
現実に住宅資源や生活サービスを提供せざるを得ない状況にある。これに対して、このような
居住福祉サービスにどのような社会性の担保を与え、かつ都市の再成にもつながる回路を有し
ていることを学術的に明らかにすることが求められている。第 2 点は、厚労省及び生活保護の
実施機関の自治体において、生活保護が住宅環境とのバランスや日常生活の維持、医療との関
わりでどれほど適正に運用され、有効な施策になっているのかどうかを検証する情報構築や分
析を担う役割を学術的に強く期待されていることにある。 
 このような意識と課題を背景に、本研究は企画された。 
 
２．研究の目的 
本研究は生活保護の増大や少子高齢化で社会経済的バランスの崩れてきた困窮する大都市イ

ンナーシティに焦点をあて、福祉の磁石がもたらす増大する公的扶助費が、地域経済に還流し
地域再成に繋がることを見える化し社会化する新たな地域再成の試みである。地域側には、既
成市街地の多くの遊休化する住宅や事業所の未活用資源を、こうした資金で再活する不動産業
や福祉経営，ＮＰＯ等のアクターの社会ビジネスの型を明らかに、社会に公開しつつ認知の仕
組みづくりを提案する。自治体側には、逸法的なグレーな部分を地理情報の収集により、貧困
ビジネスとならない具体の線引き基準を設定でき、適切な政策を打てる分析可能な情報基盤づ
くりを推進する。同時に福祉の磁石に吸い寄せられがちな人々の貧困の往還の実態を明らかに
し、そうした状況を社会がどのように受容できるのかの合意形成の仕組みも提案する。居住福
祉に関する政策支援の地理学の唱道でもある。 
 
３．研究の方法 
 研究フィールドは初年度、２つに分かれて進められた。ひとつは生活困窮者の居住福祉の支
援における NPO や、関連する生活困窮者自立支援事業のもとに進められる一時生活支援事業へ
の関りに関する調査である。この調査は全国自治体アンケート調査と NPO 調査において、重点
的に、札幌、東京、大阪、阪神間都市、岡山において進められた。 
 また厚労省が主宰する二つの委員会、「生活保護受給者の宿泊施設及び生活支援の在り方に関
する意見交換会」「ホームレスの実態に関する全国調査に係る意見交換会」などのメンバーとし
て、厚労省が今後居住福祉施策の在り方を構想するバックアップデータを、上述の実績などを
踏まえて数値をもとに提供した。また NPO の当該分野における社会ビジネス化において、生活
困窮者自立支援の現場で関わる人々の研修・交流の場として、「住居確保や維持が困難な人々へ
の支援のあり方を考える―一時生活支援事業の今後と継続的な居住支援」」を企画し、ネットワ
ークの構築と、先進事例の共有や、その政策的位置づけを議論できるプラットフォーム作りを
行った。 
 二つ目は、大阪市西成区及び浪速区における近年激増してきた民泊、ゲストハウスの実態調
査を深化させたことにある。生活困窮者が居住するいわゆる「福祉アパート」経営を、包容力
ある都市の居住福祉の力を借りた再成と位置付けてきたが、この民泊の需要はこうした福祉ア
パートそのものの用途転換を引き起こすとともに、福祉物件としても動きにくかった遊休資源
も活用しはじめた実態を調査した。 
 2 年度目は、3つの調査を行った。支援の迅速さや就労につなぐ効果の高い一時生活支援を、
相談と中間ハウジング提供を同一法人で一体的に行っている団体のヒアリング調査を全国先進
地域で行った。大阪においては、次の 2種類の調査を新規に取り組んでゆくことになった。中
国人不動産業によるカラオケ居酒屋への転業の実態と、付随する住宅経営、店舗経営のリアル
な動態を、ヒアリング調査において明らかにする作業に入ったことである。そして新たなテー
マとして浮上したのが、2016 年度刊行の『都市の包容力』のブックレットにおいて、欧州の事
例を意識しつつ 4象限の都市構想を打ち出したが、特に仕事を生み出すミクロでインフォーマ
ルな経済の生み出す新たな地域ビジネスの解明である。予察的に西成区で事例調査に手掛ける
ことになった。かつてでいう人夫出し飯場、現在でいうところの日雇い契約の社員寮というハ
ウジングを伴うビジネス状況に初めて接することになった。 
 最終年度において大きく調査は全国的に展開した。居住支援に対する国の大きな 3つの動き
に対応した。ひとつはホームレス自立支援法の延長にともない、新たな立て付けとして、ホー
ムレス・生活困窮者自立支援センターが導入されることになったこと。二つ目には、脱ホーム



レス支援を支えてきた生活保護を利用した中間ハウジングの運営、すなわち無料低額宿泊所を
社会福祉住居施設に衣替えし、その中の良質な部分を日常生活支援住居施設として別建ての支
援をつける制度の導入が決められたこと。そして三つ目に、国交省が主導する住宅セーフティ
ネット法と連携した、居住支援法人の認定とそれをまとめる居住支援協議会の強化への取り組
みが始まったことにある。 
 この展開については、本研究は織り込み済みで３つのテーマ編成してきた。まず居住福祉の
セーフティネットの充実に関する調査では、ホームレス自立支援センターとセンターを持たな
い一時生活支援事業の支援の流れの特徴を全国的比較のもとに明らかにした。 
 2 点目の都市内脆弱地域におけるミクロでインフォーマルなスモールビジネスの展開につい
ては、特に中国人不動産業における新たな地域ビジネスが社会的な脆弱地域に与えた影響を明
らかにした。 
 3 点目の日雇い派遣労働者の社員寮調査については、まだアウトプットはブックレットに部
分的に、関東の事例について紹介したが、尼崎と西成において、現地調査を始めたところであ
る。 
 
４．研究成果 
 
 当初予定していたことより進展したことは、厚労省の関連する検討委員会のメンバーとして、
この研究のアウトカムが政策形成のバックアップ資料となる、そうした研究応用の回路が登場
したことにある。またこうした委員会に NPO も出席し、福祉業界における社会ビジネスとなる
認識の環境づくりに資したといえる。 
 具体的には、生活困窮者の居住福祉を支える空間的資源としての中間ハウジングを介した支
援の実態と、そこには 7つの類型が存在し、それぞれの生活支援のトラックの存在することを
明らかにしたことは、初見のファクトファインディングスであると自負している。またこの生
活支援にはかなり大きな地域差のあることも明らかにできたことも強調しておきたい。その成
果は、厚労省への一時生活支援の拡大の要望に関する社会保障審議会への提案文書として反映
された。厚労省が今後居住福祉施策の在り方を構想するバックアップデータを、上述の実績な
どを踏まえて数値をもとに提供することができたことは、ＥＢＰＭ的な政策支援研究として意
義あるものとなった。支援の中身やその効果および、財政的なお金の動きの解明については、
今後の課題としたい。 
 また NPO とのネットワークの強化という意味で、生活困窮者自立支援での先進的な居住福祉
の取り組みに関する蓄積されてきたその調査結果を公表した。ニーズとそれに対するサプライ、
そしてそれをコントロールするそれぞれの自治体のガバナンスの地域差が大きいだけに、ある
べきモデル像について、複数のトラックの存在のもとに提示する土台をつくったと考えている。
また当該支援の老舗的な位置を占めるホームレス自立支援センターの支援体系においても、新
たな知見を得ることができた。生活困窮者の定義と支援のカバリジがそれぞれに異なり、福祉
事務所や生活困窮者の相談窓口との連携の違いや他の社会資源の利用の強弱といった、ローカ
ルカラーが大変強いことが判明した。ホームレス・生活困窮者自立支援システムは、センター
単体では構築し得ないという暫定的な知見を提示した。 
 もうひとつのテーマとなった福祉アパートと民泊の同一都市空間内での競合状況について、
動きが激しいだけに、不動産業界への密着調査により、実態の一部が解明されたといえる。民
泊運営会社や中国人不動産業との関係が作りえたことは、今後の展開に大きく資するものと期
待できる。 
ＥＢＰＭを念頭とした政策支援において、厚労省の社会保障審議会において、一時生活支援

事業の効果の類型化を行い、一体型支援の効果の高いことを証明し得たことは、意義あること
と自己評価している。また一体型実施の先進事例をほぼヒアリングできたことは、別調査での
生活困窮者を扱る不動産業者への聞き取り結果も踏まえた、次年度の調査設計に役立つことに
なり、その観点からも次年度につながる調査成果を得たとみなしている。 
 一方、新たな関心となった都市内脆弱地域での福祉依存ではない、ミクロでインフォーマル
な経済活動が、仕事を生み出し、社会的チャンスを与えている賦活の地域となる可能性をつか
みとったことも重要な進展であった。その一つが中国人資本のこうした地域への進出であった。
華人資本の柔軟なヒト、モノ、カネの動かし方を、脆弱地域に落とした場合の課題や問題点の
指摘のみならず、今後の地元での信頼関係を有する中での展開にもっていける関係性を持った
ことができた。最終年度調査の円滑な進展も生み出し、これも大きな成果となったことを指摘
しておきたい。そしてそうした現象の分析概念として、暫住、暫居という捉え方を提案できた
ことの意義も大きい。ヒト、モノ、カネを実に見事に福建省出身の華人資本のネットワークで
結び付けたそのダイナミズムは、よきにつけ悪しきにつけ地域に大きな影響を与えており、そ
のビジネスの見える化や社会化を、ブックレット等で公刊することで図った。 
 もうひとつは、旧来型の人夫出し飯場の現代的展開である日雇い請負業の調査のとば口を得
たことも重要な成果となった。ネガティブに見られがちなこうした組織の存在を、脆弱地域の
賦活を牽引するひとつの組織としてみなすという観点の導入により、福祉依存に傾きすぎた地
域の経営に新たなビジネス提案となったのである。定住ではない暫住、暫居を前提にした地域
社会の新たな建付けの必要性と、それらもサービスハブと位置付けることを提案した。この仕



事と居住のセーフティネットの充実につなげるというも生み出す志向は、縮小社会の中での分
断化されたいびつな都市化を抑制するひとつの要素として、重要視することになった。暫定的
な調査結果は、ブックレットにおいて明らかにしたが、福祉依存にとどまらない生き残りの地
理から、都市内脆弱地域の中での新たなサービスハブとして位置づけなおし、暫住、暫居とい
う新たな概念提起を基礎にした、賦活の地理として位置付ける新たな研究フィールドを生み出
した。 
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